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不　開　示　決　定　通　知　書

武市フ第　　１８２　号

平成２５年１２月１８囗

武雄市長　樋　渡　啓

平成25 年12 月 ３日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開条例第９条第

１項の規定により、次のとおり公文書を開示しないことと決定したので通知します。

公文書の件名
武雄市公式ホームページ、公式Facebook へのアクセス数の推移を記

録した文書

公 文書 を開示

しない理由

(理由)

武雄 市公式フェイスブッ クページ及び武雄市 ＨＯＭＥ のアクセス数に

ついては、システ ム内のデータ管理のみであり文書が不存在であ るた

め

所　 管　 課 つながる部フェイスブ ック・シティ課フェイスブック係

電話番号（直通) 0954-23-9121

注１　この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

60 日以内に武雄市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して60 日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して １年を経

過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

２　この決定については、この決定(上記 １ の異議申立てをした場合にあっては、当該異議申立て

に対する決定)があったことを知った日の翌日から起算して ６ 箇月以内に、武雄市を被告として

(訴訟において武雄市を代表する者は、武雄市長になります。)、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して ６ 箇月以内であっ

ても、二の決定の日の翌日から起算して １年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。)。
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